
既存住宅状況調査技術者講習制度の概要
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○ 講習機関は、建築士への講習を実施するほか、講習修了者の情報の公表、相談窓口の設置等を実施。
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○ 既存住宅売買瑕疵保険の現場検査と同等の調査方法等（構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する
部分の調査・耐震性に関する書類の確認）を規定。

既存住宅状況調査方法基準

既存住宅状況調査技術者講習登録規程

○平成２９年２月３日 講習登録規程・調査方法基準制定 ○平成２９年度以降 講習実施予定

○ 既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を図るため、講習登録規程に基づく既存住宅状況
調査技術者講習制度を創設。

○ 国の登録を受けた講習機関が建築士に講習を実施し、修了した建築士は調査方法基準に基づき
適正に調査を実施。


